
監査公表第２６号

地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定に基づき次のとおり監査

を実施したので、同条第９項の規定によりその結果を公表する。

令和元年１２月２４日

新城市監査委員 近 藤 隆

新城市監査委員 下 江 洋 行

第１ 監査種別

定例監査・行政監査

第２ 監査の対象

企画部

秘書人事課、企画政策課、まちづくり推進課、自治振興課・自治振

興事務所、鳳来総合支所地域課・作手総合支所地域課の企画部関係

事務

第３ 監査に当たった監査委員

近藤隆、下江洋行（ただし、令和元年１１月１１日までは滝川健司）

第４ 監査の期間

令和元年１０月１１日～令和元年１２月２３日

第５ 監査の方法

令和元年度の監査実施計画に基づき上記部局に係る今年度実施されて

いる事務事業について、あらかじめ提出された監査資料をもとに法令、

計数は勿論、事業の有効性、効率性、経済性、重点施策実施状況等に留

意して聴取を行った。

第６ 監査の結果

事務処理及び事業の執行については、概ね適正に処理されていると認

められた。なお、軽易な事項についてはそれぞれ監査の過程において触

れたところであるが、以下の項目を意見として発表する。

監査結果に対する是正措置や検討状況等については、この報告の受領

日から概ね３か月を目処に通知されたい。



企画部

【秘書人事課】

意見

１ 地域意見交換会を地域協議会が主体的に行うことにより、住民からの

提案、質疑を超えた意見交換会へと様相が変わりつつある。今後は住民

が主体となり、より幅広い意見が出されるような仕組みを検討されたい。

２ 広報ほのか、ホームページ等に加えて、より多くの人に情報発信する

ようツイッター、インスタグラムを検討されたい。

【企画政策課、鳳来総合支所地域課、作手総合支所地域課】

意見

１ 穂の香看護専門学校の修繕履歴を整理し、穂の香専門学校運営協議会

若しくは専門的な分科会で今後の修繕計画を策定されたい。

２ 新城市国際交流協会への補助事業と委託業務が明確に整理されてい

ないように見受けられた。また、新城市高校生海外派遣補助金交付要綱

において高校生の申請に係る負担を軽減させようと、補助事業を行う団

体の関与が明記されているが、補助金の額の確定通知が申請者でなく、

補助事業を行う団体に対して行われるなど、適当でないところが見受け

られるので、交付要綱を見直しされたい。

３ 長者平団地における効果的な販売ＰＲに引き続き努められたい。

【まちづくり推進課、鳳来総合支所地域課、作手総合支所地域課】

意見

１ 市長選挙前の公開政策討論会の条例化に向けた取り組みを、計画的に

進められたい。

２ めざせ明日のまちづくり事業について、上限額を含め制度設計の見直

しを検討されたい。

【自治振興課・各自治振興事務所】

意見

各課に配当した地域自治区予算の執行状況の把握に努められたい。


